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証券コード：6257

第50回
定時株主総会 招集ご通知

開催日時

平成27年６月25日（木曜日）午前10時
（受付開始：午前9時）

開催場所

大阪市中央区本町橋２番31号
シティプラザ大阪 2階「SYUN －旬－」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　役員賞与支給の件

表紙



2015/05/27 16:08:13 / 14075937_株式会社藤商事_招集通知（Ｃ）

議決権行使についてのご案内

株主様におかれましては、以下のいずれかの方法により、
議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

１ 株主総会に当日
ご出席いただく場合

議決権行使書用紙を
会場受付へご提出

株主総会
開催日時

平成27年
６月25日（木）

午前10時

２ 書面（議決権行使書）に
よる議決権の行使

各議案に対する賛否を
ご表示のうえ投函

行使期限

平成27年
６月24日（水）
午後５時50分

到着
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株 主 各 位 証券コード：6257
平成27年６月８日

大 阪 市 中 央 区 内 本 町 一 丁 目 １ 番 ４ 号

代表取締役社長 松  元  邦  夫

第50回定時株主総会招集ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第50回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申し
あげます。
　なお、当日ご出席おさしつかえの場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数なが
ら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示い
ただき、平成27年６月24日（水曜日）午後５時50分までに到着するようお送りくださいますようお願い申し
あげます。

敬　具

記

1. 日　　時 平成27年６月25日（木曜日） 午前10時（受付開始：午前９時）
2. 場　　所 大阪市中央区本町橋２番31号

シティプラザ大阪　２階　「 SYUN －旬－ 」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目的事項 報告事項 第50期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）
事業報告および計算書類報告の件

決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　役員賞与支給の件

以　上
１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参

くださいますようお願い申しあげます。
２．当社では、定款の定めにより、代理人による議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任する場合に限られます。なお、

代理人は１名とさせていただきます。
３．株主総会参考書類ならびに事業報告および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www. 

fujimarukun.co.jp）に掲載させていただきます。
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提 供 書 面

事業報告（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）

１．会社の現況
（1）当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当事業年度におけるわが国経済は、政府主導による経済政策などを背景に、企業業績や雇用
環境等は堅調であったものの、消費増税や物価上昇等にともない個人消費は伸び悩みました。
　パチンコホール業界における平成26年12月末時点での遊技機の設置台数は、パチンコ遊技
機は2,954千台（対前年比1.8％減）、パチスロ遊技機は1,643千台（同2.6％増）、遊技機全
体は4,597千台（同0.3％減）となりました。また、パチンコホール店舗数においても11,627
店舗（同2.2％減）となり、依然として減少傾向は続いております（警察庁調べ）。
　パチンコ遊技機では、一部の人気機種の導入により一時的な集客効果は見られましたが、低
貸玉営業での遊技機設置比率が上昇しており、収益面では厳しい状況が続いております。パチ
ンコ遊技機市場の販売台数は、前事業年度を上回る見込みではありますが、遊技機の購入につ
きましては慎重な姿勢により、安定稼働が見込める実績のある機種に需要が集中する傾向は続
いております。
　パチスロ遊技機では、人気シリーズの後継機種の需要は堅調に推移したものの、指定試験機
関での型式試験方法の運用変更の影響等もあり販売機種数が減少し、パチスロ遊技機市場の販
売台数は前事業年度を下回る見込みとなりました。
　このような状況のもと当社は、『知恵と工夫』をもって「稼働本位」「流行創出」の実現を
当期の事業方針に掲げ、ファンの皆様が長期間楽しんでいただける「オモシロさ」にこだわ
り、新規性や独自性の追求による商品力の向上と、幅広いファン層に対応した販売ラインナッ
プの充実に取り組みました。
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　以上の結果、当事業年度の業績につきましては、売上高561億51百万円（対前期比34.2％
増）、営業利益79億36百万円（同87.7％増）、経常利益79億49百万円（同86.8％増）、当
期純利益48億12百万円（同76.0％増）となりました。

　製品別の状況は次のとおりであります。

（パチンコ遊技機）
　上半期では、新規タイトルとして「ＣＲヴァン・ヘルシングⅡ」（平成26年５月発売）、
「ＣＲ嬢王」（平成26年６月発売）、「ＣＲリング　運命の日」（平成26年６月発売）、「Ｃ
Ｒ ＺＥＴＭＡＮ -Ｔｈｅ Ａｎｉｍａｔｉｏｎ-」（平成26年９月発売）を市場投入したほか、
前事業年度に発売したシリーズ機種などを追加販売いたしました。
　また、下半期では、「ＣＲ地獄先生ぬ～べ～」（平成26年11月発売）、「ＣＲアレトロン」
（平成26年11月発売）、「ＣＲ暴れん坊将軍　怪談」（平成27年１月発売）、「ＣＲくのい
ち彩」（平成27年２月発売）を市場投入したほか、上半期に発売したシリーズ機種などを追
加販売いたしました。
　なお、上半期で投入した当社の主力機種「ＣＲリング　運命の日」については、高い商品力
を実現し、ホール様の期待に応えることができたことから、計画どおりの販売台数となりまし
た。しかしながら、その他の機種については、厳しい商戦を強いられました。
　以上の結果、販売台数は115千台（対前期比11.7％減）、売上高は390億90百万円（同
2.4％減）となりました。
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（パチスロ遊技機）
　上半期では、新規タイトルとして「リング　呪いの７日間」（平成26年７月発売）を市場
投入いたしました。
　また、下半期では、「パチスロ　アレジン」（平成26年11月発売）を市場投入いたしまし
た。
　なお、上半期で投入した「リング　呪いの７日間」は、当社のパチンコ遊技機で稼働実績の
あるホラーコンテンツ「リング」をパチスロ遊技機に採用しており、パチスロファンの皆様か
ら高い評価をいただきました。
　また、下半期に投入した「パチスロ　アレジン」については、「リング　呪いの７日間」の
稼働実績を背景に、当社のパチスロ遊技機への期待感が高まったことに加え、効果的なタイミ
ングで市場投入したことなどから、両機種ともに販売台数を伸ばすことができました。
　以上の結果、販売台数は44千台（対前期比748.4％増）、売上高は170億60百万円（同
857.7％増）となりました。

②　設備投資の状況
　当事業年度の設備投資の総額は、20億32百万円となりました。
　その主なものは、新規金型取得13億77百万円（パチンコ遊技機：11億58百万円、パチス
ロ遊技機：２億18百万円）、および生産設備の取得、改造費２億95百万円（パチンコ遊技機：
２億84百万円、パチスロ遊技機：11百万円）などであります。
　なお、これらの所要資金につきましては、自己資金で充当いたしました。

③　資金調達の状況
　該当事項はありません。
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（2）直前３事業年度の財産及び損益の状況

区　　分 第47期
(平成24年３月期)

第48期
(平成25年３月期)

第49期
(平成26年３月期)

第50期
(当事業年度)

(平成27年３月期)

売 上 高 （百万円） 43,027 46,991 41,830 56,151

経 常 利 益 （百万円） 7,328 6,317 4,256 7,949

当 期 純 利 益 （百万円） 4,087 3,123 2,735 4,812

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 （円） 16,418.58 12,545.94 110.17 197.29

総 資 産 （百万円） 56,958 54,666 54,214 64,694

純 資 産 （百万円） 43,797 45,779 47,004 51,098

１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 175,926.21 183,887.85 1,926.78 2,094.59

（注）平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式の分割を行っております。なお、遡及修正を行った場合の
１株当たり指標の推移を参考までに掲げると次のとおりとなります。

区　　分 第47期
（平成24年３月期）

第48期
（平成25年３月期）

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 （円） 164.19 125.46

１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 1,759.26 1,838.88

（3）重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社との関係

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
　当社におきまして、重要な子会社はありません。
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（4）対処すべき課題
　新機種の選定は、パチンコホールの厳しい経営環境を背景に、話題性が高く、安定稼働が期
待できる一部の有力機種に限られ、総じて１機種当たりの販売台数は減少する傾向が続いてお
ります。
　遊技機メーカーとしては、商品性の高い遊技機を提供し販売台数の増加に努め、利益を確保
していくことが今後の課題となります。
　当社といたしましては、『知恵と工夫』をもってお客様から期待され、稼働する遊技機を創
造してまいります。また、新ジャンルの確立や独自性の追求などにより、差別化された商品の
実現を目指してまいります。
　パチンコ・パチスロファンの皆様が魅力を感じる遊技機の提供を通じて、機種ごとの販売計
画を着実に達成し、利益を確保できる体制作りを推進してまいります。

（5）主要な事業内容（平成27年３月31日現在）
　当社は、パチンコ遊技機、パチスロ遊技機の開発、製造、販売を主な事業としております。

7
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（6）本社及び事業所（平成27年３月31日現在）
名　　称 所　在　地

本 社 大阪府大阪市中央区
名 古 屋 事 業 所

（ 名 古 屋 工 場 お よ び 開 発 部 ） 愛知県一宮市

東 京 開 発 事 業 所 東京都千代田区
東 京 支 店 東京都台東区
大 阪 支 店 大阪府大阪市浪速区
札 幌 営 業 所 北海道札幌市白石区
青 森 営 業 所 青森県青森市
仙 台 営 業 所 宮城県仙台市若林区
千 葉 営 業 所 千葉県千葉市中央区
埼 玉 営 業 所 埼玉県さいたま市大宮区
横 浜 営 業 所 神奈川県横浜市中区
八 王 子 営 業 所 東京都八王子市
静 岡 営 業 所 静岡県静岡市駿河区
名 古 屋 営 業 所 愛知県名古屋市中村区
金 沢 営 業 所 石川県金沢市
京 都 営 業 所 京都府京都市伏見区
神 戸 営 業 所 兵庫県神戸市中央区
広 島 営 業 所 広島県広島市東区
高 松 営 業 所 香川県高松市
福 岡 営 業 所 福岡県福岡市博多区
熊 本 営 業 所 熊本県熊本市中央区
鹿 児 島 営 業 所 鹿児島県鹿児島市

（7）使用人の状況（平成27年３月31日現在）
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

445名 19名増 37.4歳 9.7年

（注）使用人数は就業人員（契約社員を含んでおります。）であります。

8
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（8）主要な借入先の状況（平成27年３月31日現在）
　該当事項はありません。
（注）当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と借入極度額100億円の貸出コミットメント契約を締結し

ております。
なお、当該契約に基づく当事業年度末の借入実行残高はありません。

（9）その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

２．株式の状況（平成27年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 80,000,000株

（2）発行済株式の総数 24,395,500株
(注）平成26年11月７日付で実施した自己株式の消却により、前期末と比べて1,100,000株減少しております。

（3）株主数 6,835名

（4）大株主（上位10名）
株　主　名 持　株　数 持 株 比 率

松 元 邦 夫 6,656,000株 27.28％
松 元 正 夫 6,562,600株 26.90％
株 式 会 社 松 元 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 2,900,000株 11.88％
釣 　 谷 　 香 揚 子 700,000株 2.86％
吉 田 嘉 明 501,500株 2.05％
サ ン 電 子 株 式 会 社 290,800株 1.19％
藤 商 事 従 業 員 持 株 会 267,300株 1.09％
松 元 恵 子 260,000株 1.06％
G O L D M A N  S A C H S  I N T E R N A T I O N A L 223,815株 0.91％
株 式 会 社 S B I 証 券 215,200株 0.88％
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３．会社役員の状況
（1）取締役及び監査役の状況（平成27年３月31日現在）

氏　　名 会社における地位 担当および重要な兼職の状況
松 元 邦 夫 代 表 取 締 役 社 長
松 元 正 夫 代 表 取 締 役 副 社 長
井 上 孝 司 代 表 取 締 役 専 務 管理本部担当
辻 田 　 隆 常 務 取 締 役 経営企画本部長・品質保証部担当
羽 山 敏 隆 取 締 役 製造本部長
米 田 勝 己 取 締 役 知的財産部担当
渡 辺 勝 治 取 締 役 営業本部長
坪 　 本 　 浩 一 郎 取 締 役 公認会計士
川 添 嗣 夫 取 締 役 税理士
水 嶋 延 和 常 勤 監 査 役
川 西 耕 司 監 査 役
堀 　 弘 二 監 査 役 弁護士
川 島 育 也 監 査 役 公認会計士・税理士

（注）１．取締役　坪本浩一郎氏および取締役　川添嗣夫氏は、社外取締役であります。
２．監査役　水嶋延和氏、監査役　川西耕司氏、監査役　堀　弘二氏および監査役　川島育也氏は、社外監査役でありま

す。
３．監査役　水嶋延和氏、監査役　川西耕司氏および監査役　川島育也氏は、以下のとおり、財務および会計に関する相当

程度の知見を有しております。
・監査役　水嶋延和氏および監査役　川西耕司氏は、金融機関出身であり、長年にわたり財務および会計に関する業

務に携わっていた経験があります。
・監査役　川島育也氏は、公認会計士および税理士の資格を有しております。

４．当社は、取締役　坪本浩一郎氏、取締役　川添嗣夫氏、監査役　水嶋延和氏、監査役　川西耕司氏、監査役　堀　弘二
氏および監査役　川島育也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

５．執行役員の状況
取締役　羽山敏隆、取締役　米田勝己および取締役　渡辺勝治は、上席執行役員を兼務しております。
なお、上記以外の執行役員は次のとおりであります。

執 行 役 員 當 仲 信 秀 管理本部長
執 行 役 員 今 山 武 成 開発本部長
執 行 役 員 松 下 智 人 開発本部副本部長
執 行 役 員 上 垣 内 崇 夫 内部監査室長
執 行 役 員 市 川 雅 和 開発本部副本部長
執 行 役 員 西 尾 英 二 経営企画本部副本部長

10
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（2）取締役及び監査役に支払った報酬等の総額
区　　分 支 給 人 員 支　給　額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

9名
（2）

597百万円
（12）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

4
（4）

33
（33）

合 計 13 630

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、平成18年６月27日開催の第41回定時株主総会において年額600百万円以内（ただし、使用人

分給与は含まない。）と決議いただいております。
３．監査役の報酬限度額は、平成18年６月27日開催の第41回定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいて

おります。
４．支給額には、以下のものも含まれております。

平成27年６月25日開催予定の第50回定時株主総会において付議いたします役員賞与
取　締　役　７名　180百万円

（3）社外役員に関する事項
①　当事業年度における主な活動状況

区　　分 氏　　名 主な活動内容

取 締 役 坪　本　浩一郎 当事業年度開催の取締役会22回のすべてに出席し、議案審議など必要な発言を
適宜行っております。

取 締 役 川 添 嗣 夫 当事業年度開催の取締役会22回のすべてに出席し、議案審議など必要な発言を
適宜行っております。

監 査 役 水 嶋 延 和
当事業年度開催の取締役会22回のすべてに出席し、また、当事業年度開催の監
査役会21回のすべてに出席し、金融機関出身者としての専門知識と幅広い見地
からの発言を行っております。

監 査 役 川 西 耕 司
当事業年度開催の取締役会22回のうち20回に出席し、また、当事業年度開催
の監査役会21回のうち20回に出席し、金融機関出身者としての専門知識と幅
広い見地からの発言を行っております。

監 査 役 堀 　 弘 二
当事業年度開催の取締役会22回のうち21回に出席し、また、当事業年度開催
の監査役会21回のすべてに出席し、主に弁護士としての専門的見地からの発言
を行っております。

監 査 役 川 島 育 也
当事業年度開催の取締役会22回のすべてに出席し、また、当事業年度開催の監
査役会21回のすべてに出席し、主に公認会計士および税理士としての専門的見
地からの発言を行っております。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす
書面決議が2回ありました。

11

会社役員の状況



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2015/05/27 16:08:13 / 14075937_株式会社藤商事_招集通知（Ｃ）

②　責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法
第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

４．会計監査人の状況
（1）名称　　　　　　　　　 新日本有限責任監査法人

（2）報酬等の額
支　払　額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 29百万円
会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 31百万円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確
に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しておりま
す。

（3）非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して公認会計士法第２条第１項の業務以外の財務情報開示に係る相
談業務について対価を支払っております。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、
監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監
査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由
を報告いたします。

12
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５．業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業
務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

（1）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
①　当社は法令遵守および倫理尊重（以下「コンプライアンス」）が、企業が存立を継続する

ために必要不可欠であることを認識するとともに、職務執行上の最重要課題であると位置
付け、企業理念に基づく「行動規範」を制定し、代表取締役がその精神を、継続的に啓蒙
し、すべての役職員がこれを遵守することを求める。

②　コンプライアンスに関する総括責任者を管理本部長とし、総務部がコンプライアンス体制
の構築・維持・整備にあたる。

③　当社は、内部監査室を設置し、内部監査室が定期的に実施する内部監査を通じ、すべての
業務が法令、定款および社内諸規定に準拠して適正・妥当かつ合理的なものであるかどう
か、また会社の制度・組織・諸規定が適正かつ妥当であるかを調査・検証するものとし、
その結果を代表取締役および取締役会に報告する。

④　コンプライアンス上、疑義ある行為などコンプライアンスに関する相談・通報窓口を社内
外に複数（社外弁護士を含む）設置し、内部通報制度を運営するものとする。

⑤　取締役会は、コンプライアンス体制の点検を適時実施し、適正な維持に努める。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規定」・「情報管理規定」等に基づ
き、その保存媒体等に応じて適切・確実に、かつ検索および閲覧可能な状態で定められた期間、
保存・管理する。

13
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（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①　リスク管理に関する総括責任者を管理本部長とし、各部門においては、予見されるリスク

の識別と分析を行い、部門ごとのリスク管理体制を明確化し、総務部が全社的なリスクを
統括管理する。

②　監査役および内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役およ
び取締役会に報告する。

③　不測の事態が発生した場合、「緊急事態対策規定」に基づき、迅速かつ適切な対応を行
い、損害の拡大を防止する体制を整える。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定例取

締役会を原則として月２回開催するほか、必要に応じ、臨時にこれを開催するものとす
る。

②　取締役会は、年次経営計画および中期経営計画を策定し、当社が達成すべき目標を明確化
し、各担当取締役より各部門の業務目標に対する進捗状況を定期的に取締役会で報告さ
せ、目標達成のための対応を随時検討・実施する。

（5）次に掲げる体制その他の当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を
確保するための体制
①　当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制。
②　当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制。
③　当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制。
④　当社子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制。
　当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、「関係会社管理規定」に基づき、主要な子会社等に
ついて、定期的な事業内容の報告および監査の実施などを含む適切な経営管理を行うとともに、
当社と共通認識をもったコンプライアンス体制の構築を図る。

14
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（6）監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性およ
び当該使用人に対する指示の実効性に関する事項

　監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、監査役
の職務を補助する使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の意見を尊重したうえで行う
ものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保する。
　なお、監査役補助を兼任する使用人は、監査役の職務を優先して従事する。

（7）当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役等および使用人またはこれ
らの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に
関する体制
①　監査役は、取締役会のほか経営上重要な会議に出席し、取締役から業務執行状況の報告を

受ける。
②　当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役等および使用人またはこれら

の者から報告を受けた者は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、取締役の職務執
行に関する不正行為、法令・定款に違反する重大な事実、内部監査状況に関する報告、内
部通報制度に基づき通報された事実、その他監査役監査のため求められた事項を当社の監
査役に報告する。

③　前号の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けない体制
を整備する。

④　監査役は、重要な稟議書および報告書等について、閲覧し、必要に応じて内容の説明を受
ける。

15
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（8）監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①　取締役は、監査役監査の重要性と有用性を十分に認識し、円滑で効率的な監査役監査を実

現するための環境整備を行う。
②　代表取締役は監査役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題のほか監査上の重要課

題、監査役監査の環境整備等について意見を交換する。
③　監査役は、会計監査人と、両者の監査業務の品質および効率を高めるため緊密な連携を図

る。
④　内部監査部門である内部監査室ほか法令等遵守を担当する部門は、監査役と定期的に会合

を持ち、対処すべき課題等について意見を交換する。
⑤　監査役会が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士その他の外部有識者を任用す

ることができる。
⑥　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執

行について生ずる費用または債務の処理については、当該監査役の職務の遂行に必要でな
いと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

（9）財務報告の信頼性確保のための体制
　当社は、当社および当社子会社等からなる企業集団の財務報告を適時・適切に行うものとし、
その内容の信頼性を確保することを最重要視する。
　また、財務報告の信頼性を実現・維持するため、金融商品取引法が規定する内部統制報告制
度に適切に対応するものとする。

①　財務報告の信頼性を確保するための体制を整備するとともに、その整備・運用状況を定期
的に評価し、常に適正に維持する。

②　会計処理に関して、会計基準その他関連法令等を遵守し、あわせて「経理規定」をはじめ
社内関連諸規定を整備し、遵守するものとする。

16
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（10）反社会的勢力排除に向けた基本的考え方およびその整備状況
①　当社および当社子会社は、公共の秩序や安全を脅かす反社会的勢力・団体からの不当な要

求を一切排除する。
②　当社および当社子会社は、反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で臨み一切の関係

を遮断することを「行動規範」に明文化し、役職員に周知徹底する。
また、取引に際し、反社会的勢力・団体に該当するかの調査などを実施し、未然の防止を
図る。

６．会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。
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計算書類

貸借対照表（平成27年３月31日現在）                                                                                        （単位：百万円）

科　目 金　額

資産の部
流動資産 49,490

現 金 及 び 預 金 34,039
受 取 手 形 1,713
売 掛 金 3,395
有 価 証 券 504
商 品 及 び 製 品 64
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 3,799
前 渡 金 2,992
繰 延 税 金 資 産 2,760
そ の 他 231
貸 倒 引 当 金 △9

固定資産 15,203
　有形固定資産 6,475

建 物 1,750
構 築 物 30
機 械 及 び 装 置 312
車 両 運 搬 具 17
工 具 器 具 備 品 1,128
土 地 3,207
建 設 仮 勘 定 29

　無形固定資産 162
ソ フ ト ウ エ ア 117
そ の 他 45

　投資その他の資産 8,565
投 資 有 価 証 券 6,503
関 係 会 社 株 式 4
出 資 金 103
長 期 前 払 費 用 1,368
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 365
繰 延 税 金 資 産 150
そ の 他 507
貸 倒 引 当 金 △438

資　産　合　計 64,694

科　目 金　額

負債の部
流動負債 11,975

買 掛 金 5,715
未 払 金 2,289
未 払 費 用 192
未 払 法 人 税 等 2,937
賞 与 引 当 金 558
役 員 賞 与 引 当 金 180
そ の 他 101

固定負債 1,620
退 職 給 付 引 当 金 792
資 産 除 去 債 務 178
そ の 他 649

負　債　合　計 13,596

純資産の部
株主資本 50,065

資本金 3,281
資本剰余金 3,228

資 本 準 備 金 3,228
利益剰余金 43,555

利 益 準 備 金 14
そ の 他 利 益 剰 余 金 43,540

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 6
別 途 積 立 金 35,000
繰 越 利 益 剰 余 金 8,534

評価・換算差額等 1,033
その他有価証券評価差額金 1,033

純　資　産　合　計 51,098
負　債　・　純　資　産　合　計 64,694
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損益計算書（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）                                                         （単位：百万円）

科　目 金　額

売上高 56,151

売上原価 30,256

売 上 総 利 益 25,895

販売費及び一般管理費 17,958

営 業 利 益 7,936

営業外収益

受 取 利 息 2

受 取 配 当 金 46

有 価 証 券 利 息 19

受 取 賃 貸 料 20

そ の 他 32 122

営業外費用

賃 貸 収 入 原 価 3

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 40

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 50

そ の 他 14 109

経 常 利 益 7,949

特別損失

固 定 資 産 除 却 損 4 4

税 引 前 当 期 純 利 益 7,945

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,705

法 人 税 等 調 整 額 △573 3,132

当 期 純 利 益 4,812
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株主資本等変動計算書（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資
本剰余金

資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益剰余金
固 定 資 産
圧縮積立金 別途積立金

平成26年４月１日　期首残高 3,281 3,228 30 3,258 14 6 35,000

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

自 己 株 式 の 消 却 △30 △30
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事 業 年 度 中 の 変 動 額
（ 純 額 ）

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ― ― △30 △30 ― ― ―
平成27年３月31日　期末残高 3,281 3,228 ― 3,228 14 6 35,000

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合　計

利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計

そ　の　他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

その他利益
剰　余　金 利益剰余金

合　　　計繰 越 利 益
剰　余　金

平成26年４月１日　期首残高 6,041 41,062 △1,129 46,472 532 532 47,004

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,219 △1,219 △1,219 △1,219

当 期 純 利 益 4,812 4,812 4,812 4,812

自 己 株 式 の 消 却 △1,099 △1,099 1,129 ― ―
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事 業 年 度 中 の 変 動 額
（ 純 額 ）

500 500 500

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 2,493 2,493 1,129 3,593 500 500 4,093
平成27年３月31日　期末残高 8,534 43,555 ― 50,065 1,033 1,033 51,098
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個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準および評価方法
(1) 有価証券の評価基準および評価方法

①満期保有目的の債券…………………………　償却原価法（定額法）
②子会社株式および関連会社株式……………　移動平均法による原価法
③その他有価証券

時価のあるもの……………………………　決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）

時価のないもの……………………………　移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準および評価方法

①製品・原材料…………………………………　移動平均法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価
切下げの方法により算定）

②貯蔵品…………………………………………　先入先出法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価
切下げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）………　定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物
附属設備を除く）については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　  10年～47年
機械及び装置　　　　　　４年～10年
工具器具備品　　　　　　２年～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）………　定額法
なお、自社使用のソフトウエアについては、社内におけ
る利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま
す。
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３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金……………………………………　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権および破産更生債
権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見
込額を計上しております。

(2) 賞与引当金……………………………………　従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給
見込額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金………………………………　役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見
込額を計上しております。

(4) 退職給付引当金………………………………　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上し
ております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業
年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生の事業年度で一括費用処理す
ることとしております。
数理計算上の差異は、発生の翌事業年度で一括費用処理
することとしております。

４．消費税等の会計処理
　税抜方式によっております。

22
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会計方針の変更に関する注記
（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日）および「退職給付に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成27年３月26日）を当事業年度より適用
し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準か
ら給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に
基づく割引率を使用する方法から退職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単
一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
　なお、これによる当事業年度の期首の退職給付引当金および利益剰余金、ならびに損益に与える影響は
ありません。

貸借対照表に関する注記
（1）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
（2）有形固定資産の減価償却累計額 11,823百万円
（3）保証債務残高 80百万円
（4）関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権
短期金銭債務

50百万円
56百万円

損益計算書に関する注記
（1）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
（2）関係会社との取引高

①営業取引による取引高の総額 906百万円
②営業取引以外の取引による取引高の総額 6百万円
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株主資本等変動計算書に関する注記
（1）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
（2）発行済株式の総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普 通 株 式 25,495,500株 －株 1,100,000株 24,395,500株

（注）発行済株式の総数の減少は、取締役会決議による自己株式の消却によるものであります。
（3）自己株式の数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普 通 株 式 1,100,000株 －株 1,100,000株 －株

（注）普通株式の自己株式の減少は、取締役会決議による自己株式の消却によるものであります。
（4）剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額
イ．平成26年６月26日開催の第49回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 609百万円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 25円
・基準日 平成26年３月31日
・効力発生日 平成26年６月27日

ロ．平成26年10月30日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 609百万円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 25円
・基準日 平成26年９月30日
・効力発生日 平成26年12月８日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの
平成27年６月25日開催予定の第50回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 609百万円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当額 25円
・基準日 平成27年３月31日
・効力発生日 平成27年６月26日

24

個別注記表



2015/05/27 16:08:13 / 14075937_株式会社藤商事_招集通知（Ｃ）

税効果会計に関する注記
（1）繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 189百万円
たな卸資産評価損 460百万円
賞与引当金 181百万円
貸倒引当金 141百万円
長期前払費用償却 154百万円
研究開発費 1,978百万円
減損損失 285百万円
退職給付引当金 251百万円
長期未払金 204百万円
その他 197百万円

小計 4,046百万円
評価性引当額 △624百万円

合計 3,421百万円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △479百万円
その他 △31百万円

合計 △510百万円
繰延税金資産の純額 2,911百万円

（2）法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）および「地方税法等の一部を改正す
る法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始す
る事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および
繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の34.9％から平成27年４月１日に開始する事業
年度に解消が見込まれる一時差異については32.4％に、平成28年４月１日に開始する事業年度以降に
解消が見込まれる一時差異については、31.7％となります。
　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は228百万円減少
し、法人税等調整額が276百万円、その他有価証券評価差額金が48百万円それぞれ増加しております。

25

個別注記表



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2015/05/27 16:08:13 / 14075937_株式会社藤商事_招集通知（Ｃ）

金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

　当社は、運転資金および設備投資資金ともに自己資金で賄うことを基本とし、資金調達については
現在のところ計画はありません。
　また、余資金の一部を安全性の高い金融資産で運用しております。
　なお、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と貸出コミットメント契約を締結してお
ります。

（2）金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制
　営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関
しては、当社の与信管理規定に従い、取引先ごとの与信限度額および残高管理を行うとともに、定期
的に与信限度額の見直しを実施しております。
　有価証券および投資有価証券は、主に満期保有目的の債券および業務上関連する株式であり、市場
価格の変動リスクに晒されております。これらの時価は四半期ごとに取締役会に報告されておりま
す。なお、満期保有目的の債券は、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少
であります。
　関係会社長期貸付金は、関係会社の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社
の関係会社管理規定に従い、業績評価などを実施し適切に管理しております。
　営業債務である買掛金および未払金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

（4）信用リスクの集中
　当事業年度の決算日現在における営業債権のうち16％が特定の大口顧客に対するものであります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
　平成27年３月31日現在における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとお
りであります。
　なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。（（注）２．参
照）

（単位：百万円）
貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

（1）現金及び預金 34,039 34,039 ―
（2）受取手形 1,713 1,713 ―
（3）売掛金 3,395 3,395 ―
（4）有価証券および投資有価証券

①満期保有目的の債券 4,206 4,217 10
②その他有価証券 2,696 2,696 ―

（5）関係会社長期貸付金 365
貸倒引当金（※） △365

― ― ―
資産計 46,050 46,061 10

（1）買掛金 5,715 5,715 ―
（2）未払金 2,289 2,289 ―
（3）未払法人税等 2,937 2,937 ―

負債計 10,942 10,942 ―
※関係会社長期貸付金に個別計上している貸倒引当金を控除しております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

資産
（1）現金及び預金、（2）受取手形、（3）売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。

（4）有価証券および投資有価証券
　これらの時価については、株式等は取引所の価格によっており、債券は、取引所の価格ま
たは取引金融機関等から提示された価格によっております。
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（5）関係会社長期貸付金
　関係会社長期貸付金の時価については、現時点において将来キャッシュ・フローの見積り
が困難なため、時価を零としております。

負債
（1）買掛金、（2）未払金、（3）未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。

２．非上場株式（貸借対照表計上額105百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから
「（4）有価証券および投資有価証券　②その他有価証券」には含めておりません。

賃貸等不動産に関する注記
　当社では、大阪府その他の地域において、賃貸用の駐車場（土地を含む。）等を有しております。
　当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額および時価は、次のとおりであります。

（単位：百万円）
貸借対照表計上額

当事業年度末の時価
当事業年度期首残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高

1,088 △5 1,083 989
　(注)　１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額であ

ります。
２．当事業年度増減額は、主に減価償却費であります。
３．当事業年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価額に基づく金額

（自社で指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。
　また、当該賃貸等不動産に関する当事業年度における損益は、次のとおりであります。

（単位：百万円）
賃貸収益 賃貸原価 差　　額

20 3 17
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持分法損益等に関する注記
　当社では、関連会社の損益等からみて重要性が乏しいものとして記載を省略しております。

関連当事者との取引に関する注記
子会社および関連会社

種類 会社等
の名称

議決権等の
所有（被所有）

割合（％）

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

関連
会社

㈱サンタ
エンタテ
イメント

所有
直接 35.0

ソフトウェア
の 開 発 委 託
役 員 の 兼 務

ソ フ ト
ウェアの
開発委託

912
前渡金 769

未払金 56

取引条件および取引条件の決定方針等
（注）１．当社と関連を有しない一般取引先と同様にその都度交渉のうえ、決定しております。

２．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 2,094円59銭
（2）１株当たり当期純利益 197円29銭

重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

29

個別注記表



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2015/05/27 16:08:13 / 14075937_株式会社藤商事_招集通知（Ｃ）

監査報告

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
株式会社藤商事 平成27年５月20日

取締役会　御中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 本 操 司 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 笹 山 直 孝 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社藤商事の平成26年４月１日から平成27年３月31日まで
の第50期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書
について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統
制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め
全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る｡

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第50期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が
作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締
役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その
他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、
取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。
　また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会
社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項および第３項に定める体制の整備に関する
取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役および使用人等から
その構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社につい
ては、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査
人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事
項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要
に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書および個別注記表）およびその附属明細書について検討いたしました。

2．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

一　事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告

の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（2）計算書類およびその附属明細書の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

平成27年５月21日

株 式 会 社 藤 商 事  監 査 役 会
常勤監査役（社外監査役） 水 嶋 延 和 ㊞
社外監査役 川 西 耕 司 ㊞
社外監査役 堀 　 弘 二 ㊞
社外監査役 川 島 育 也 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
　第50期の期末配当につきましては、継続した配当の基本方針に基づき、次のとおりといたしたいと
存じます。

（1）配当財産の種類
　金銭といたします。

（2）配当財産の割当てに関する事項およびその総額
　当社普通株式１株につき金25円とさせていただきたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は609,887,500円となります。
　これにより、中間配当金を含めました当事業年度の年間配当金は、１株につき50円となり
ます。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
　平成27年６月26日といたしたいと存じます。

第２号議案 役員賞与支給の件
　当事業年度末時点の取締役７名に対し、当事業年度の業績およびその他諸般の事情を勘案して、役員
賞与を総額180百万円支給させていただきたいと存じます。
　なお、各取締役に対する支給金額は、取締役会の決定によることといたしたいと存じます。

以　上
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( メ　モ )
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会 場 シティプラザ大阪 2階「SYUN －旬－」
大阪市中央区本町橋２番31号　　TEL 06－6947－7888

交 通 地下鉄堺筋線・中央線　堺筋本町駅　1号、12号出口より徒歩約6分
地下鉄谷町線・中央線　谷町四丁目駅　4号出口より徒歩約7分

４12

１

中央大通
地下鉄中央線

至 日本橋・恵美須町 至 谷町九丁目・天王寺

至 北千里・京都 至 天満橋・東梅田

本町橋 本町通

マイドーム
おおさか

フ
ァ
ミ
リ
ー

マ
ー
ト

フ
ァ
ミ
リ
ー

マ
ー
ト

出口

出口出口

  

シティプラザ大阪

！ 当日は駐車場のご用意はしておりませんので、お車でのご来場は
ご遠慮ください。

地図




